
主な法定
所掌事項

（ゴシック字
体は必須）

①利用定員の設定に関し意見聴取すること
②子ども・子育て支援事業計画の策定又は変更に関し
　 意見聴取すること
③家庭的保育事業等の認可時に意見聴取すること
④保育所設置の認可時に意見聴取すること
⑤幼保連携型認定こども園を設置・廃止等の認可、事業
　 停止・施設閉鎖命令、認可の取消し時に意見聴取する
　 こと
⑥保育所に対する事業停止命令時に意見聴取すること
⑦認可外保育施設の事業停止・施設閉鎖命令時に意見
　 聴取すること

1 市民委員（幼稚園子どもの保護者） 公募 ●

2 市民委員（保育園子どもの保護者） 公募 ●

3 八王子公共職業安定所 推薦

4 東京都八王子児童相談所 推薦

5
町会、自治会を代表
する者

八王子市町会自治会連合会 推薦 ●

6
市内で活動する市民
団体を代表する者

八王子市民活動協議会 推薦

7 事業主を代表する者 八王子商工会議所 推薦 ●

8 労働者を代表する者 連合東京三多摩ブロック地域協議会 推薦 ●

9 八王子市私立幼稚園協会 推薦 ●

10 八王子市私立保育園協会 推薦 ●

11 八王子市公立小学校長会 推薦

12 八王子市立小学校ＰＴＡ連合会 推薦

13 八王子市立中学校ＰＴＡ連合会 推薦

14 選任 ●

15 選任

16 八王子市社会福祉協議会 推薦 ●

17 八王子市民生委員児童委員協議会 推薦

18 市民委員（一般） 公募

人　　　数 ９人

公認会計士

弁護士

建築士

ほか

事 務 局 保育幼稚園課（一部保育対策課）

八王子市社会福祉審議会 児童福祉専門分科会の委員構成について（案）

社会福祉審議会 児童福祉専門分科会
認可部会（仮称）

①子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に
　 関し必要な事項及び当該施策の実施状況を調査審議すること
②児童、妊産婦及び知的障害者の福祉に関する事項を調査審議
　 すること
③児童福祉施設の設備・運営を向上させるよう勧告する際に意見
　 聴取すること
④母子家庭の福祉に関する事項を調査審議すること
⑤母子保健に関する事項を調査審議すること

子どものしあわせ課

その他市長が必要と
認める者

１８人

臨時委員
（例）

医師

助産師

療育機関従事者

子供会育成団体連絡協議会代表者

ほか

委　　　員
（現行委員

構成を想定）

子どもの保護者

関係行政機関の職員

児童福祉又は学校教
育に関係する事業に
従事する者

学識経験のある者


